
浅間山避難計画（LV1-3 想定）の改正について 
 
１ 改正趣旨 

「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が令和３年５月 10 日に公布

され、「噴火時等の具体的で実践的な避難計画策定の手引き」及び「集客施設

等における噴火時等の避難確保計画作成の手引き」（ともに内閣府（防災担当））

が改定されたことを踏まえ、浅間山避難計画（LV1-3 想定）を改正します。 

また、併せて時点修正等の所要の改正を行います。 

 

２ 改正概要 

（１）災害対策基本法等の改正に伴う修正 

ア 避難勧告・避難指示の一本化 

  →本文中の文言等を修正し、「避難指示」に一本化する。 

イ 避難準備・高齢者等避難開始を高齢者等避難に変更 

   →本文及び巻末資料６中の文言等を修正する。 

（２）その他の修正 

ア [本文]２ページ 

  →図の出典を修正する。 

イ [本文]３ページ 

→「図１ 浅間山観測点配置図」を最新版に差し替える。 

ウ [本文]１０ページ 

→「図５ 浅間山噴火警戒レベル」を最新版に差し替える。 

 エ [本文]２１ページ 

   →内容のうち「火山の状況に関する解説情報（臨時）」及び「火山の状況

に関する解説情報」の説明を修正する。 

 オ [本文]２７ページ 

   →「図７ 緊急的な避難所」の背景地図の出典表記を削除する。 

    ※今後、出典元が判明した場合は追記修正する。 

カ [巻末資料５]情報連絡系統図 

→今年度の情報伝達訓練の際にとりまとめた最新版に差し替える。 

 

３ 改正案 

  次の別添資料のとおり。 

・浅間山避難計画（LV1-3 想定）（改正案） 

・浅間山避難計画（LV1-3 想定）（改正案） 新旧対照表 

第３号議案 


